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厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・
（一社）全国労働保険事務組合連合会・全国社会保険労務士会連合会

●年度更新申告書は５月末頃に送付する予定です。●口座振替による納付が便利です。
●電子申請は時間帯を問わず、いつでも申請が可能です。是非ご利用ください。

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp

令和
４年度

検 索年度更新　お知らせ厚生労働省年度更新お知らせページ

申告と納付はお早めに申告と納付はお早めに

（労災保険・雇用保険）
労働保険の年度更新労働保険の年度更新





事業主の皆さまへ
お支払いいただいた労働保険料は、各種労災保険給付や雇用保険給付などに使われています。

以下、令和２年度の実績をお知らせします。

労災保険料

① 労災保険給付等 （８，２４３億円）

② 社会復帰促進等事業 （９０７億円）

労働者が仕事（業務）や通勤が原因で負傷し
た場合、病気になった場合や亡くなった場合に、
被災労働者や遺族を保護するため、必要な給
付を行っています。

令和２年度は、約65.3万人に新規の療養(補
償)給付や休業(補償)給付を行うとともに、約
20.4万人に労災年金を支給しました。

具体的な給付内容と、それぞれの給付総額
は、右の通りです。

被災した労働者の円滑な社会復帰の促進や
被災労働者とその遺族の援護を図るために、
右の３つの事業を行っています。

それぞれの事業については、必要性や効率
性などを徹底的にチェックし、毎年度見直しを
行っています。

※ 労働保険料と併せて納付していただいた「石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金」(３９億円)は、労災保険等の
対象とならない石綿健康被害者やそのご遺族の方の救済給付に使われています。

種 類 事業の内容

社会復帰

促進事業

義肢・車いす、その他補装具の購入・修理費

の支給、せき髄損傷などの後遺障害に対する

アフターケアなどを行っています。

被災労働者等

援護事業

被災労働者の遺児などへの学資の支援、労

災特別介護施設の運営などを行っています。

安全衛生

確保等事業

アスベスト等による健康障害防止対策、長時

間労働・メンタルヘルス対策、倒産した企業の

労働者に未払賃金を立替払する事業などを

行っています。

①・②のほか、労災保険給付や労災保険料の徴
収を行うための業務に必要な人件費、事務費、労
災保険料の精算返還金などに支出しています。

③ その他 （１，１６９億円） ④ 翌年度への繰り越し （１，９３３億円）

労災保険給付費や収納済の保険料（建設工事
などの有期事業分）で、翌年度に係る分などを繰
り越しています。

社会復帰促進等事業の全事業の紹介

ホームページでも紹介しています

労災保険 積立金 検 索

詳細は、ホームページをご参照ください上記のほか、お支払いいただいた労災保険料の一
部は、労働災害に対する年金給付を将来にわたって
支給するために必要な資金として積み立てています。

労災保険給付費や社会復帰促進等事業など、以下のように使われています。

検 索

令和２年度の労災保険料などの収入 約１兆２，３３２億円
（うち保険料収入は約８，９７２億円）

保険事故
種 類 金 額 構成比

合 計 ８，２４３億円 １００．０％

負傷
疾病

療養(補償)等給付 ２，４４２億円 ２９．６％

休業(補償)等給付 １，３１３億円 １５．９％

傷病(補償)等年金 ２７０億円 ３．３％

障害
障害(補償)等一時金 ４１５億円 ５．０％

障害(補償)等年金 １，４３３億円 １７．４％

死亡

遺族(補償)等一時金 １６３億円 ２．０％

遺族(補償)等年金 ２，０９４億円 ２５．４％

葬祭料等 ２０億円 ０．２％

その他
介護(補償)等給付 ８０億円 １．０％

二次健診等給付 １３億円 ０．２％
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①労働者が失業した場合、

②労働者が自ら教育訓練を受けた場合、

③労働者に雇用の継続が困難となる事由が

生じた場合に、

生活および雇用の安定と就職の促進を図るた
めの給付を行っています。

令和２年度は、一般求職者給付（いわゆる失
業手当）について、新規に約１３１万人に給付を
行いました。具体的な給付とそれぞれの給付
総額は、右の通りです。

種類 金額 構成比

合計 １３，８２６億円 １００．０％

一般求職者給付 ８，８５９億円 ６４．１％

高年齢求職者給付 ８３７億円 ６．１％

短期雇用特例求職者給付 １４４億円 １．０％

日雇労働求職者給付 ４３億円 ０．３％

就職促進給付 １，８０８億円 １３．１％

教育訓練給付 ２３７億円 １．７％

高年齢雇用継続給付 １，８３９億円 １３．３％

介護休業給付 ６０億円 ０．４％

③ 雇用保険二事業 （３兆５，４８８億円）

雇用保険二事業では失業の予防、雇用機会
の増大、労働者の能力開発などを図るための
事業を行っています（例：雇用調整助成金）。

これにより、失業者が減少し、失業等給付も
減少することが期待されます。

それぞれの事業については、必要性や効率
性などを徹底的にチェックし、毎年度見直しを
行っています。

種類 事業の概要

雇用安定事業

雇用維持等のための事業主に対する助成

金の支給、中高年齢者等の再就職の緊要

度が高い求職者に対する再就職支援、若者

や子育て女性に対する就労支援などを行っ

ています。

能力開発事業
在職者や離職者に対する職業訓練の実施、

事業主が行う教育訓練への支援などを行っ

ています。

※ 失業等給付及び育児休業給付の保険料は労使折半でご負担いただいております。

① 失業等給付 （１兆３，８２６億円）

④ 就職支援法事業 （１３０億円）

就職支援法事業では、職業訓練実施機関に対する助成や雇用保険を受給できない求職者に対して、
職業訓練受講給付金の支給を行うことにより、就職の促進を図っています。

①から③のほか、雇用保険事業に必要な人件費、事務費など。

⑤ その他 （２，１６７億円）

雇用保険料
令和２年度の雇用保険料などの収入 約６兆６，５４２億円

（うち保険料収入は約１兆７，１３１億円）

失業等給付、育児休業給付、雇用保険二事業、就職支援法事業など、以下のように使われていま
す。

上記のほか、失業等給付及び雇用保険二事業については、雇用情勢が悪化した際にも安定した給付や
機動的な雇用対策を講じることができるように剰余金を積み立てています。

※ 失業等給付、育児休業給付及び就職支援法事業は、保険料収入のほか給付費の一定割合を国庫で負担して
います。

② 育児休業給付 （６，４３７億円）

子を養育するための育児休業を行う場合に
給付を行っています。






